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二
〇
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一
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六
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資
料

史
料
紹
介

私
立
有
漢
教
員
養
成
所
学
則
（
そ
の
三
）

A
n introduction to historical docum

ents : rules and

regulations of U
kan Private Institute of Teacher Training (3)

遠　

藤　

健　

治

キ
ー
ワ
ー
ド
：
教
員
養
成
、
小
学
校
教
員
、
裁
縫
専
科
正
教
員
、
岡
山
県
、
私
立
有
漢
教
員
養
成
所

一
、
小
論
の
目
的

　

小
論
は
、こ
れ
ま
で
報
告
し
た
「
史
料
紹
介　

私
立
有
漢
教
員
養
成
所
学
則
（
そ

の
一
）」（
美
作
大
学
・
美
作
大
学
短
期
大
学
部
、『
紀
要
』
第
四
二
号
・
第
五
四
号
、

平
成
二
一
年
、
一
ペ
ー
ジ
～
九
ペ
ー
ジ
）、「
史
料
紹
介　

私
立
有
漢
教
員
養
成
所

学
則
（
そ
の
二
）」（
美
作
大
学
・
美
作
大
学
短
期
大
学
部
、『
紀
要
』
第
四
三
号
・

第
五
五
号
、
平
成
二
二
年
、
一
ペ
ー
ジ
～
七
ペ
ー
ジ
）
を
継
承
し
、
岡
山
県
下
に

展
開
さ
れ
た
小
学
校
教
員
養
成
所
の
う
ち
私
立
有
漢
教
員
養
成
所
を
取
り
上
げ
、

元
有
漢
町
教
育
委
員
会
社
会
教
育
指
導
員 

蛭
田
禎
男
氏
所
蔵
の
岡
山
県
上
房
郡
私

立
有
漢
教
員
養
成
所
編
、『
沿
革
史
』、
発
行
年
不
明
（
大
正
五
年
頃
と
推
測
さ
れ

る
）、
二
一
ペ
ー
ジ
か
ら
二
六
ペ
ー
ジ
に
掲
載
さ
れ
る
「
私
立
有
漢
専
科
正
教
員
養

成
所
学
則
」
を
紹
介
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

再
三
の
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
小
論
に
お
い
て
も
改
め
て
養
成
所
の
性
格
を
列

記
す
る
な
ら
ば
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

（
一
）「
県
訓
令
第
八
五
号
（
明
治
三
四
年
一
一
月
六
日
）」
に
よ
る
「
郡
市
立
准
教

員
養
成
所
ニ
関
ス
ル
規
程
」、「
県
令
第
二
七
号
（
明
治
三
七
年
三
月
二
六
日
）」
に

よ
る
「
小
学
校
教
員
養
成
所
規
程
」、
再
度
「
小
学
校
教
員
養
成
所
規
程
」
の
名
称

の
も
と
両
者
を
統
合
し
た
「
県
令
第
七
号
（
明
治
四
一
年
一
月
二
三
日
）」、
更
に

そ
れ
を
発
展
的
に
改
め
た
「
県
令
第
五
八
号
（
大
正
一
一
年
八
月
二
二
日
）」
に
よ

り
設
置
さ
れ
た
。

（
二
）
免
許
状
取
得
の
た
め
の
検
定
試
験
、
若
し
く
は
師
範
学
校
程
度
に
準
じ
、
公
、

私
学
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
独
立
さ
れ
、
ま
た
小
、
中
、（
高
等
）
女
学
校
等
に
付

設
さ
れ
る
、
あ
る
い
は
正
規
の
教
育
課
程
の
う
ち
に
含
ま
れ
る
等
、
多
様
な
形
態

に
よ
り
創
設
さ
れ
た
。

（
三
）
全
国
的
に
も
頻
見
さ
れ
た
郡
市
立
准
教
員
養
成
所
と
共
に
、
私
学
に
よ
る
正

教
員
養
成
の
実
践
も
取
り
込
み
、
後
年
に
は
私
立
教
員
養
成
所
に
よ
り
主
流
が
占

め
ら
れ
た
。

（
四
）
小
学
校
本
科
正
教
員
、
尋
常
小
学
校
本
科
正
教
員
、
尋
常
小
学
校
准
教
員
、

小
学
校
（
裁
縫
）
専
科
正
教
員
の
総
て
、
あ
る
い
は
何
れ
か
の
供
給
を
目
的
と
し

て
設
置
さ
れ
た
。
な
か
で
も
尋
常
小
学
校
准
教
員
の
養
成
に
あ
た
っ
て
は
、
師
範

学
校
予
科
と
し
て
の
役
割
も
果
た
さ
れ
た
。

（
五
）
養
成
所
に
よ
っ
て
は
師
範
学
校
本
科
第
二
部
の
創
設
に
先
立
ち
、
中
学
校
、

高
等
女
学
校
卒
業
生
等
の
中
等
学
校
卒
業
生
を
対
象
に
含
み
、
数
ケ
月
か
ら
数
年

の
修
業
期
間
に
よ
り
、
一
方
で
教
職
歴
を
問
わ
ず
、
一
定
の
学
歴
を
備
え
る
者
を

教
員
社
会
に
誘
導
し
、
新
規
免
許
状
の
取
得
が
、
他
方
で
学
歴
を
問
わ
ず
、
現
職

教
員
及
び
有
資
格
者
に
研
修
の
機
会
を
提
供
し
、
上
位
免
許
状
の
取
得
が
促
さ
れ

た
。

（
六
）
修
了
者
に
は
、
無
試
験
検
定
、
あ
る
い
は
臨
時
試
験
検
定
受
験
と
い
っ
た
特

典
が
付
与
さ
れ
、
養
成
と
検
定
と
の
極
め
て
緊
密
な
関
係
の
も
と
、
円
滑
な
免
許

状
の
取
得
と
、
そ
の
教
員
社
会
へ
の
確
保
が
図
ら
れ
た
。

　

以
上
の
よ
う
な
養
成
所
の
性
格
を
踏
ま
え
、
小
論
に
お
い
て
は
、「
私
立
有
漢
専

科
正
教
員
養
成
所
学
則
」
の
供
覧
の
機
会
を
開
く
こ
と
に
よ
り
、
師
範
学
校
と
い

っ
た
公
学
の
一
方
で
、
私
学
を
含
め
た
県
下
に
お
け
る
教
員
養
成
の
実
相
、
延
い
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て
は
戦
前
の
日
本
に
お
け
る
多
様
な
教
員
養
成
の
全
貌
解
明
へ
の
手
掛
か
り
を
提

供
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。

二
、
史
料
の
解
説

　
「
私
立
有
漢
専
科
正
教
員
養
成
所
学
則
」
は
、
既
に
明
治
三
七
年
四
月
に
設
置
さ

れ
て
い
た
男
子
准
教
員
の
養
成
を
目
的
と
す
る
私
立
有
漢
准
教
員
養
成
所
（
明
治

三
九
年
四
月
に
有
漢
農
業
補
習
学
校
か
ら
独
立
）、
女
子
准
教
員
の
養
成
を
目
的
と

す
る
私
立
有
漢
女
子
准
教
員
養
成
所
（
明
治
四
二
年
四
月
に
有
漢
女
学
校
か
ら
独

立
）
に
引
き
続
き
（
１
）、
専
科
正
教
員
養
成
所
が
新
設
さ
れ
る
に
伴
い
、
大
正
二
年

三
月
一
八
日
に
制
定
さ
れ
た
（
２
）。
そ
れ
に
係
る
岡
山
県
か
ら
の
指
令
を
引
用
す
る

な
ら
ば
、
次
の
通
り
で
あ
る
（
３
）。

　
　
　
　

岡
山
県
指
令
学
甲
第
四
六
九
号　
　

上
房
郡
有
漢
村

 

佐　
　

藤　
　

晋　
　

一

大
正
二
年
三
月
八
日
付
申
請
、
小
学
校
裁
縫
専
科
正
教
員
養
成
所
設
置
ノ
件
、

認
可
ス
、

　
　
　
　
　
　

大
正
二
年
三
月
十
八
日　
　
　

岡
山
県
知
事 　

大　

山　

綱　

昌

　

本
則
も
、
既
設
の
二
養
成
所
学
則
と
同
様
、「
小
学
校
教
員
養
成
所
ヲ
設
立
セ
ン

ト
ス
ル
モ
ノ
ハ
、
本
令
ノ
規
程
ニ
依
リ
、
知
事
ノ
認
可
ヲ
受
ク
ヘ
シ
（
４
）」「
本
令

ノ
規
程
ニ
依
ラ
サ
ル
モ
ノ
ハ
、
小
学
校
教
員
養
成
所
ト
称
ス
ル
コ
ト
得
ス
（
５
）」
と

さ
れ
た「
県
令
第
七
号
」に
拠
り
定
め
ら
れ
た
。
そ
の
第
三
条
を
引
用
す
る
な
ら
ば
、

次
の
通
り
で
あ
る
（
６
）。

　
　

第
三
条　

学
則
中
ニ
定
ム
ヘ
キ
事
項
、
凡
ソ
左
ノ
如
シ
、

　
　
　

一
、
養
成
セ
ン
ト
ス
ル
教
員
ノ
種
別
、
及
定
員

　
　
　

一
、
修
業
年
限
、
学
年
、
学
期
、
休
業
日
ニ
関
ス
ル
事
項

　
　
　

一
、
学
科
課
程
、
教
授
時
数
等
ニ
関
ス
ル
事
項

　
　
　

一
、
授
業
料
、
入
学
料
ニ
関
ス
ル
事
項

　
　
　

一
、
寄
宿
舎
ニ
関
ス
ル
事
項

　
　
　

一
、
生
徒
ノ
入
退
学
、
及
懲
戒
ニ
関
ス
ル
事
項

　
　
　

一
、
職
員
ノ
服
務
ニ
関
ス
ル
事
項

　
　
　

一
、
其
他
、
必
要
ナ
ル
事
項

　

こ
う
し
て
本
則
は
、「
県
令
第
七
号
」
第
三
条
に
倣
い
、
後
掲
の
よ
う
に
九
章

二
四
条
及
び
五
書
式
か
ら
構
成
さ
れ
た
。
そ
こ
で
は
、
明
治
四
二
年
一
〇
月
二
三

日
に
発
せ
ら
れ
た
「
県
令
第
七
七
号
」
に
よ
り
、
入
学
者
の
条
件
と
し
て
、「
小
学

校
令
施
行
規
則
第
百
十
二
条
ノ
学
科
目
及
程
度
ニ
依
リ
テ
施
行
シ
タ
ル
入
学
試
験

ニ
合
格
シ
タ
ル
モ
ノ
」
が
加
え
ら
れ
た
こ
と
を
踏
ま
え
（
７
）、
ま
た
大
正
四
年
三
月

九
日
に
発
せ
ら
れ
る
「
県
令
第
一
九
号
」
に
よ
り
、「
第
一
学
年
、
第
二
学
年
裁
縫

科
毎
週
教
授
時
数
十
八
時
ヲ
各
二
十
時
ト
シ
、
計
三
十
二
時
ヲ
各
三
十
四
時
ニ
改

ム
」
と
改
定
さ
れ
る
こ
と
を
先
取
り
し
（
８
）、
養
成
の
主
た
る
内
容
で
あ
る
定
員
、

入
学
者
の
条
件
、
修
業
期
間
、
養
成
科
目
及
び
程
度
、
教
授
時
数
に
お
い
て
、
県

の
意
向
が
そ
の
ま
ま
反
映
さ
れ
た
。

　

と
こ
ろ
で
、「
指
令
」
に
お
い
て
は
、
本
所
の
名
称
が
「
小
学
校
裁
縫
専
科
正
教

員
養
成
所
」
と
さ
れ
、
一
方
「
学
則
」
に
お
い
て
は
、「
小
学
校
専
科
正
教
員
養
成

所
」
と
さ
れ
、
そ
の
相
違
か
ら
、
養
成
教
員
の
範
囲
が
裁
縫
科
に
限
定
さ
れ
た
裁

縫
専
科
正
教
員
な
の
か
、
裁
縫
科
の
他
、
農
業
科
、
工
業
科
、
商
業
科
と
い
っ
た

実
業
科
も
含
め
ら
れ
た
実
業
専
科
正
教
員
な
の
か
と
い
っ
た
疑
義
が
生
じ
る
。

　

確
か
に
、
義
務
教
育
年
限
の
延
長
を
契
機
に
、
高
等
小
学
校
が
中
等
諸
学
校
と

の
接
続
関
係
を
ほ
ぼ
喪
失
し
、
上
級
学
校
に
は
進
学
で
き
な
い
も
の
の
、
義
務
教

育
だ
け
で
は
満
足
し
得
な
い
大
衆
上
層
児
童
を
収
容
す
る
実
用
性
を
重
ん
じ
た
完

成
教
育
機
関
と
し
て
の
性
格
を
強
め
る
に
従
い
（
９
）、「
県
令
第
五
八
号
」
を
も
っ

て
、「
県
令
第
七
号
」
は
改
定
さ
れ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
従
来
の
裁
縫
専
科
正
教
員

養
成
所
は
専
科
正
教
員
養
成
所
へ
と
改
め
ら
れ
、
養
成
教
員
の
範
囲
も
裁
縫
専
科

正
教
員
か
ら
実
業
専
科
正
教
員
へ
と
拡
張
さ
れ
る
（
10
）。
そ
の
た
め
、
本
所
に
お

い
て
も
県
に
先
行
し
、
実
業
専
科
正
教
員
の
養
成
に
着
手
さ
れ
た
か
に
も
思
わ
れ

る
。
し
か
し
、
学
則
よ
り
、
本
所
に
お
い
て
は
、
あ
く
ま
で
も
裁
縫
科
に
限
定
さ

れ
た
専
科
正
教
員
の
養
成
が
目
指
さ
れ
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。

　

こ
う
し
た
教
員
の
養
成
は
、
就
学
率
の
上
昇
、
と
り
わ
け
低
率
に
止
ま
っ
て
い

た
女
子
就
学
率
の
上
昇
を
促
す
べ
く
、
既
に
明
治
三
〇
年
一
二
月
一
七
日
に
発
せ

ら
れ
て
い
た
「
文
部
省
訓
令
第
一
二
号
」
に
よ
り
、「
男
児
ト
女
児
ト
ハ
、
務
メ
テ
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学
級
ヲ
別
ニ
シ
、
各
其
性
質
、
習
慣
ト
生
活
ノ
必
要
ト
ニ
応
シ
、
最
モ
適
切
ナ
ル

方
法
ヲ
以
テ
、
之
ヲ
教
育
セ
ン
」
と
、
小
学
校
教
育
に
お
け
る
男
女
別
学
が
志
向

さ
れ
る
と
共
に
、
裁
縫
科
の
必
修
化
が
進
め
ら
れ
、
裁
縫
専
科
正
教
員
へ
の
需
要

が
高
ま
っ
て
い
た
こ
と
に
よ
る
。
高
等
小
学
校
に
お
い
て
は
、「
第
二
次
小
学
校

令
（
勅
令
第
二
一
五
号
、
明
治
二
三
年
一
〇
月
六
日
）」
第
四
条
に
よ
り
「
高
等
小

学
校
ノ
教
科
目
ハ
修
身
、
読
書
、
作
文
、
習
字
、
算
術
、
日
本
地
理
、
日
本
歴
史
、

外
国
地
理
、
理
科
、
図
画
、
唱
歌
、
体
操
ト
ス
、
女
児
ノ
為
ニ
ハ
裁
縫
ヲ
加
フ
ル

モ
ノ
ト
ス
」、
尋
常
小
学
校
に
お
い
て
は
、「
勅
令
第
五
二
号
（
明
治
四
〇
年
三
月

二
一
日
）」
に
よ
り
「
第
三
次
小
学
校
令
」
第
一
九
条
が
改
定
さ
れ
、「
尋
常
小
学

校
ノ
教
科
目
ハ
修
身
、
国
語
、
算
術
、
日
本
歴
史
、
地
理
、
理
科
、
図
画
、
唱
歌
、

体
操
ト
シ
、
女
児
ノ
為
ニ
ハ
裁
縫
ヲ
加
フ
」
と
定
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

そ
の
た
め
、
師
範
学
校
に
お
い
て
は
、「
文
部
省
令
第
二
〇
号
（
明
治
四
三
年
七

月
七
日
）」
に
よ
り
、「
師
範
学
校
規
程
（
文
部
省
令
第
一
二
号
、
明
治
四
〇
年
四

月
一
七
日
）」
第
六
九
条
が
改
定
さ
れ
、
裁
縫
専
科
正
教
員
の
養
成
を
含
め
た
講
習

科
の
設
置
が
認
め
ら
れ
た
。

　

こ
れ
を
受
け
て
、「
県
令
第
九
号
（
大
正
四
年
二
月
三
日
）」
に
よ
り
、「
岡
山
県

女
子
師
範
学
校
学
則
（
県
令
第
一
号
、
大
正
二
年
一
月
一
三
日
）」
第
四
一
条
が
、

次
の
よ
う
に
改
定
さ
れ
た
（
11
）。

　
　

第 

四
十
一
条　

小
学
校
教
員
講
習
科
ハ
、
之
ヲ
甲
種
、
乙
種
及
裁
縫
ノ
三
種

ニ
分
ツ
、
甲
種
講
習
科
ハ
小
学
校
教
員
免
許
状
ヲ
有
ス
ル
者
ニ
必
要
ナ
ル

講
習
ヲ
ナ
ス
モ
ノ
ト
シ
、
乙
種
講
習
科
ハ
尋
常
小
学
校
本
科
正
教
員
タ
ラ

ン
ト
ス
ル
者
ニ
、
裁
縫
講
習
科
ハ
小
学
校
裁
縫
科
正
教
員
タ
ラ
ン
ト
ス
ル

者
ニ
必
要
ナ
ル
講
習
ヲ
ナ
ス
モ
ノ
ト
ス
、

　

こ
う
し
て
岡
山
県
女
子
師
範
学
校
に
お
い
て
は
、
従
来
の
甲
種
講
習
科
に
よ
る

現
職
教
育
、
乙
種
講
習
科
に
よ
る
尋
常
小
学
校
本
科
正
教
員
の
養
成
に
加
え
、
新

た
に
裁
縫
講
習
科
が
設
置
さ
れ
、
裁
縫
専
科
正
教
員
の
養
成
が
開
始
さ
れ
た
。

　

一
方
、
養
成
所
に
お
い
て
も
、
こ
れ
と
前
後
し
て
、
裁
縫
専
科
正
教
員
の
養
成

に
着
手
さ
れ
た
。
現
時
点
に
お
い
て
、
本
所
を
除
き
、
そ
の
所
在
が
確
認
さ
れ
る

裁
縫
専
科
正
教
員
養
成
所
を
列
記
す
る
な
ら
ば
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

（
一
）
岡
山
実
科
女
学
校
教
員
養
成
科
（
部
）

　
　

 

明
治
三
七
年
四
月
、
岡
山
実
科
女
学
校
内
に
開
所
さ
れ
、
大
正
九
年
三
月

に
閉
所
（
12
）

（
二
）
赤
磐
郡
裁
縫
教
員
養
成
所

　
　

 

明
治
四
一
年
九
月
、
赤
磐
郡
教
育
会
に
よ
り
赤
磐
郡
工
芸
女
学
校
内
に
開

所
さ
れ
、
明
治
四
三
年
一
〇
月
に
閉
所
（
13
）

（
三
）
佐
藤
裁
縫
女
学
校
教
員
養
成
部

　
　

 

大
正
二
年
三
月
、
佐
藤
伎
具
能
に
よ
り
佐
藤
裁
縫
女
学
校
（
大
正
三
年
、

佐
藤
和
洋
裁
縫
女
学
校
に
改
称
）
内
に
開
所
さ
れ
、
昭
和
七
年
三
月
に
閉

所
（
14
）

（
四
）
津
山
高
等
裁
縫
学
校
裁
縫
教
員
養
成
部
（
大
正
九
年
、専
科
正
教
員
養
成
部
、

大
正
一
〇
年
、
附
設
教
員
養
成
部
に
改
称
）

　
　

 

大
正
四
年
四
月
、苫
田
郡
教
育
会
に
よ
り
津
山
高
等
裁
縫
学
校
（
大
正
九
年
、

津
山
実
科
女
学
校
、
大
正
一
〇
年
、
津
山
実
科
高
等
女
学
校
に
改
称
）
内

に
開
所
さ
れ
、
昭
和
二
年
三
月
に
閉
所
（
15
）

（
五
）
生
石
教
員
養
成
所
小
学
校
裁
縫
専
科
教
員
部

　
　

 

大
正
一
三
年
三
月
、
原
田
林
市
に
よ
り
開
所
さ
れ
、
大
正
一
五
年
三
月
に

閉
所
（
16
）

（
六
）
岡
山
裁
縫
教
員
養
成
所

　
　

 

大
正
一
三
年
、
片
山
慶
に
よ
り
片
山
女
子
高
等
技
芸
学
校
内
に
開
所
さ
れ
、

昭
和
七
年
三
月
に
閉
所
（
17
）

　

か
く
し
て
、
県
下
に
お
い
て
は
、
佐
藤
裁
縫
女
学
校
創
始
者
の
佐
藤
伎
具
能
、

片
山
女
子
高
等
技
芸
学
校
創
始
者
の
片
山
石
を
始
め
と
す
る
高
名
な
裁
縫
師
匠
が

存
在
し
、
裁
縫
私
塾
及
び
各
種
学
校
の
発
達
を
背
景
に
（
18
）、
そ
の
急
需
に
際
し
、

裁
縫
専
科
正
教
員
養
成
所
が
頻
設
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
と
軌
を
一
に
し
て
、

小
論
に
お
い
て
、
そ
の
学
則
を
紹
介
す
る
私
立
有
漢
専
科
正
教
員
養
成
所
も
設
置

へ
と
至
っ
た
の
で
あ
る
。
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三
、
史
料
の
紹
介

　
　
「
私
立
有
漢
専
科
正
教
員
養
成
所
学
則
」

　
　
　
　

●
第
一
章　

総
則

　
　

第 
一
条　

本
所
ハ
小
学
校
裁
縫
専
科
教
員
ヲ
養
成
ス
ル
ヲ
以
テ
目
的
ト
シ
生

徒
定
員
ヲ
一
学
年
四
十
名
二
学
年
四
十
名
計
八
十
名
ト
ス

　
　

第 

二
条　

入
学
セ
シ
ム
ベ
キ
生
徒
ハ
資
格
ノ
一
ヲ
具
フ
ル
女
子
ニ
シ
テ
小
学

校
教
員
ト
ナ
ル
ノ
志
望
確
実
ナ
ル
モ
ノ
タ
ル
ベ
シ

　
　
　
　

一
、
尋
常
小
学
校
准
教
員
ノ
資
格
ア
ル
モ
ノ

　
　
　
　

二
、 

高
等
小
学
校
卒
業
（
修
業
年
限
旧
令
四
ケ
年
、
新
令
二
ケ
年
）
若

ク
ハ
高
等
女
学
校
第
二
学
年
修
了
以
上
ノ
モ
ノ

　
　
　
　

三
、 

年
齢
満
十
四
歳
以
上
ニ
シ
テ
小
学
校
令
施
行
規
則
第
百
十
二
条
ノ

学
科
目
及
程
度
ニ
依
リ
テ
施
行
シ
タ
ル
入
学
試
験
ニ
合
格
シ
タ
ル

モ
ノ

　
　
　
　

●
第
二
章　

修
業
年
限
学
年
学
期
休
業
日

　
　

第
三
条　

修
業
年
限
ヲ
二
ケ
年
ト
ス

　
　

第 

四
条　

学
年
ハ
四
月
一
日
ニ
始
マ
リ
翌
年
三
月
三
十
一
日
ニ
終
ル
之
ヲ
左

ノ
三
学
期
ニ
分
ツ

　
　
　
　

第
一
学
期　

自
四
月
一
日
至
七
月
三
十
一
日

　
　
　
　

第
二
学
期　

自
八
月
一
日
至
十
二
月
三
十
一
日

　
　
　
　

第
三
学
期　

自
翌
年
一
月
一
日
至
三
月
三
十
一
日

　
　

第
五
条　

休
業
日
ヲ
定
ム
ル
事
左
ノ
如
シ

　
　
　
　

一
、
祝
日　

大
祭
日

　
　
　
　

二
、
日
曜
日

　
　
　
　

三
、
夏
期
休
業　

八
月
一
日
ヨ
リ
同
三
十
一
日
ニ
至
ル

　
　
　
　

四
、
冬
期
休
業　

十
二
月
二
十
五
日
ヨ
リ
翌
年
一
月
七
日
ニ
至
ル

　
　
　
　

五
、
学
年
末
休
業　

八
日
間

　
　
　
　

●
第
三
章　

学
科
課
程
及
教
授
時
数

　
　

第
六
条　

学
科
課
程
及
教
授
時
数
左
ノ
如
シ

表 程 課 科 学

学
年

学
科
目

毎
週
教

授
時
数

第
一
学
年

毎
週
教

授
時
数

第
二
学
年

修　

身

二

道
徳
ノ
要
旨
、
作
法

二

同
上

教　

育

二

教
授
法
ノ
大
要

二

同
上

国　

語

五

講
読
、
文
法
、
作
文
、

習
字

五

同
上

算　

術

二

整
数
、諸
等
数
、小
数
、

分
数
、
比
例

二

同
上

裁　

縫

二
〇

通
常
衣
類
ノ
裁
縫
、

洗
濯
張
物
ノ
仕
方

二
〇

同
上

み
し
ん
ノ
用
法

体　

操

三

普
通
体
操
、
遊
戯

三

同
上

計

三
四

三
四

　
　
　
　

●
第
四
章　

成
積（

績
）考

査

　
　

第
七
条　

成
績
ヲ
考
査
ス
ル
ニ
ハ
日
課
点
ト
試
験
ノ
成
績
ト
ニ
拠
ル　

但
シ

百
点
ヲ
以
テ
定
点
ト
ス

　
　

第
八
条　

試
験
ヲ
分
チ
テ
学
期
末
試
験
学
年
試
験
ノ
二
種
ト
シ
学
期
末
試
験

ニ
於
テ
ハ
其
期
間
所
修
ノ
学
業
ニ
就
キ
テ
試
問
シ
学
年
試
験
ニ
於
テ
ハ
学

年
間
所
修
ノ
学
業
ニ
就
キ
テ
試
問
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

　
　

第
九
条　

学
期
末
ノ
試（
成
績
）験

ヲ
考
査
ス
ル
ニ
ハ
該
試
験
ノ
評
点
ニ
日
課
点
ヲ
加

へ
二
除
シ
テ
之
ヲ
定
ム　

但
シ
学
科
ノ
種
類
ニ
依
リ
日
課
点
ヲ
以
テ
評
点

ニ
代
フ
ル
コ
ト
ア
ル
ベ
シ

　
　

第
十
条　

学
年
末
ノ
成
績
ヲ
考
査
ス
ル
ニ
ハ
該
試
験
評
点
ノ
二
倍
ニ
各
学
期

末
成
績
ノ
評
点
ヲ
加
へ
五
除
シ
テ
之
ヲ
定
ム

　
　

第
十
一
条　

病
気
又
ハ
止
ム
ヲ
得
ザ
ル
事
故
ニ
依
リ
テ
学
年
試
験
ヲ
受
ク
ル

コ
ト
能
ハ
ザ
ル
モ
ノ
ハ
平
素
ノ
成
績
ヲ
考
査
シ
追
試
験
ヲ
行
フ
事
ア
ル
ベ

シ

　
　

第
一
二
条　

各
学
科
ノ
評
点
四
十
点
以
上
通
約
平
均
六
十
点
以
上
ニ
シ
テ
操

行
尋
常
以
上
ノ
モ
ノ
ヲ
合
格
ト
ス
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第
十
三
条　

一
学
年
ノ
課
程
ヲ
修
了
セ
シ
者
ニ
ハ
第
一
号
書
式
ノ
修
業
証
書

ヲ
授
与
ス

　
　
　
　
　

●
第
五
章　

授
業
料

　
　

第
十
四
条　

授
業
料
ハ
一
、二
学
年
ト
モ
年
額
十
八
円
ト
シ
左
ノ
三
期
ニ
分
納

セ
シ
ム　

但
シ
既
納
ノ
授
業
料
ハ
如
何
ナ
ル
場
合
ニ
於
テ
モ
之
ヲ
返
付
セ

ズ

　
　
　

第
一
学
期　

金
七
円　

納
入
期　

四
月
六
日
ヨ
リ
同
月
十
二
日
迄　

　
　
　

第
二
学
期　

金
六
円　

同　
　
　

九
月
一
日
ヨ
リ
同
月
六
日
迄

　
　
　

第
三
学
期　

金
五
円　

同　
　
　

一
月
八
日
ヨ
リ
同
月
十
四
日
迄

　
　
　
　
　

●
第
六
章　

寄
宿
舎

　
　

第
十
五
条　

遠
隔
ニ
シ
テ
自
宅
ヨ
リ
通
学
ス
ル
ヲ
得
ザ
ル
生
徒
ハ
寄
宿
舎
ニ

入
ラ
シ
ム　

但
シ
尊
族
親
戚
代
理
保
証
人
其
他
之
ニ
準
ズ
ル
適
当
ノ
監
督

者
ア
リ
テ
教
育
上
不
都
合
ナ
シ
ト
認
ム
ル
家
ニ
寄
宿
シ
テ
通
学
セ
ン
ト
欲

ス
ル
モ
ノ
ニ
ハ
所
長
ニ
於
テ
之
ヲ
許
ス
コ
ト
ア
ル
ベ
シ

　
　
　
　
　

●
第
七
章　

入
学
及
退
学

　
　

第
十
六
条　

入
学
志
願
者
ハ
第
三
号
書
式
ノ
入
学
願
書
ニ
第
四
号
書
式
ノ
履

歴
書
ヲ
添
へ
所
属
町
村
長
ノ
証
明
ヲ
得
テ
本
所
長
ニ
提
出
ス
ベ
シ

　
　

第
十
七
条　

入
学
ノ
許
可
ヲ
得
タ
ル
モ
ノ
ハ
父
兄
又
ハ
後
見
人
ヲ
以
テ
保
証

人
ト
定
メ
第
五
号
書
式
ノ
在
学
証
書
ヲ
差
出
ス
ベ
シ

　
　

第
十
八
条　

入
学
志
願
者
ノ
数
募
集
定
員
ヲ
超
過
ス
ル
ト
キ
ハ
選
抜
試
験
ヲ

行
フ

　
　

第
十
九
条　

入
学
ノ
上
ハ
妄
リ
ニ
半
途
退
学
ヲ
許
サ
ズ

　
　
　

但
シ
止
ム
ヲ
得
ザ
ル
事
故
ア
ル
ト
キ
ハ
事
実
ヲ
詳
記
シ
保
証
人
連
署
ニ
テ

本
所
長
ニ
願
出
ヅ
ベ
シ

　
　
　
　
　

●
第
八
章　

褒
賞
及
懲
戒

　
　

第
二
十
条　

操
行
学
業
共
ニ
優
等
ナ
ル
モ
ノ
若
ク
ハ
特
ニ
善
良
ナ
ル
行
為
ア

リ
テ
他
生
徒
ノ
模
範
ト
ナ
ル
ベ
キ
者
ハ
之
ヲ
褒
賞
ス

　
　

第
二
十
一
条　

本
所
ノ
規
則
ヲ
悖
リ
訓
誨
ニ
服
セ
ズ
其
他
生
徒
タ
ル
ノ
本
分

ヲ
失
ス
ル
者
ア
ル
ト
キ
ハ
左
ノ
各
号
ニ
依
リ
之
ヲ
懲
戒
ス

　
　
　

一
、
戒
飭

　
　
　

二
、
謹
慎

　
　
　

三
、
停
学

　
　
　

四
、
退
学

　
　
　
　
　
　

●
第
九
章　

職
員

　
　

第
二
十
二
条　

職
員
ハ
教
育
ニ
関
ス
ル
勅
語
ノ
趣
旨
ヲ
奉
体
シ
誠
実
ニ
其
職

務
ニ
服
ス
ベ
シ

　
　

第
二
十
三
条　

所
長
ハ
庶
務
ヲ
整
理
シ
所
属
職
員
ヲ
統
督
ス

　
　

第
二
十
四
条　

職
員
ハ
所
長
ノ
指
揮
ニ
従
ヒ
教
授
ヲ
担
任
シ
且
之
ニ
属
ス
ル

業
務
ヲ
掌
ル
ベ
シ

　
　
　

第
一
号
（
用
紙
鳥
ノ
子
） 

　
　
　
　
　
　
　
　
　

修　

業　

証　

書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

族　

籍

　
　
　

所
印

 

　

氏　
　
　
　

名

 

　
　
　

生
年
月
日

　

右
ハ
本
所
第
一
学
年
級
ノ
課
程
ヲ
修
了
セ
シ
コ
ト
ヲ
証
ス

　
　

年　
　

月　
　

日

　
　
　

岡
山
県
上
房
郡

割
印 

私
立
有
漢
専
科
正
教
員
養
成
所
長
氏
名 

印長所

　
　

第
何
号
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第
二
号
（
用
紙
鳥
ノ
子
） 

　
　

　
　
　
　
　
　
　

　　
　
　

第
三
号
書
式
（
用
紙
半
紙
） 

　
　
　

　
　
　
　
　
　

入　
　

学　
　

願

　
　
　
　
　
　
　

原　

籍　

県
郡
町
村
大
字
番
地

　
　
　
　
　
　
　

現
住
所　

県
郡
町
村
大
字
番
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

族　

籍　

何
誰
女
妹

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

氏　
　
　
　

名

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

生
年
月
日

　
　

右
貴
所
へ
入
学
仕
度
入
学
ノ
上
ハ
御
規
則
堅
ク
相
守
リ

　
　

申
ベ
ク
ニ
付
御
許
可
相
成
度
別
紙
関
係
書
類
相
添
へ
此

　
　

段
相
願
候
也

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

右

　
　
　

年　

月　

日　
　
　
　
　
　

氏　
　
　
　

名　

㊞

　

岡
山
県
上
房
郡
私
立
有
漢
専
科
正
教
員
養
成
所
長
氏
名
殿

　
　

前
書
出
願
ニ
付
調
査
候
処
族
籍
氏
名
生
年
月
日
等
相
違

　
　

無
之
小
学
校
令
施
行
規
則
第
百
四
条
ノ
各
号
ニ
該
当
セ

　
　

ズ
且
教
員
タ
ル
ニ
不
都
合
ノ
行
為
ナ
キ
者
タ
ル
コ
ト
ヲ
証

　
　

明
候
也

　
　
　
　

年　

月　

日　
　

郡
町
村
長　

氏　
　
　

名　

印

　
　
　
　
　
　

卒　

業　

証　

書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

族　

籍

　
　
　

所
印

 

　

氏　
　
　
　

名

 

　
　
　

生
年
月
日

　

右
者
本
所
所
定
ノ
教
科
ヲ
履
修
シ
其
業
ヲ
了
ヘ
タ
リ

　

依
而
茲
ニ
之
ヲ
証
ス

　
　

年　
　

月　
　

日

　
　
　

岡
山
県
上
房
郡

割
印 

私
立
有
漢
専
科
正
教
員
養
成
所
長
氏
名 

印長所

　
　

第
何
号

　
　
　

第
四
号
（
用
紙
半
紙
）

　
　
　

　
　
　
　
　
　

履　
　

歴　
　

書

　
　
　
　
　
　
　

原　

籍　

県
郡
町
村
大
字
番
地

　
　
　
　
　
　
　

現
住
所　

県
郡
町
村
大
字
番
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　

族　

籍　

誰
何
女
妹

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

氏　
　
　

名

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

生
年
月
日

　
　
　
　
　
　

一　

学　

業

　

一　

何
年
何
月
県
郡
市
町
村
立
何
尋
常
高
等
小
学
校
卒

　
　
　

業
其
証
書
写
別
紙
ノ
通

　

一　

何
年
何
月
ヨ
リ
何
年
何
月
迄
県
郡
市
町
村
何
誰
ニ

　
　
　

付
何
学
科
修
業

　
　
　
　
　
　

二　

職　

業

　

一　

何
年
何
月
ヨ
リ
何
年
何
月
マ
テ
何
職
ニ
就
ク

　
　
　
　
　
　

三　

賞　

罰

　

一　

何
年
何
月
何
々
ニ
依
リ
何
所
ヨ
リ
何
賞
ヲ
受
ク

　

一　

何
年
何
月
何
々
ニ
依
リ
何
罰
ヲ
受
ク

　

右
ノ
通
リ
相
違
無
之
候
也

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

右

　
　
　

年　

月　

日　
　
　
　
　
　

氏　
　
　
　

名　

㊞ 

　
　
　

第
五
号
（
用
紙
半
紙
）

　
　
　

　
　
　
　
　
　

在　

学　

証　

書

　
　
　
　
　
　
　
　

住
所
族
籍
誰
何
女
又
ハ
妹

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

氏　
　
　
　

名

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

生
年
月
日

　

右
今
般
入
学
御
許
可
相
成
候
ニ
付
テ
ハ
御
規
則
堅
ク
相

　

守
ラ
セ
申
ス
ベ
ク
尚
本
人
在
学
中
ノ
事
件
ハ
一
切
引
受

　

申
ス
ヘ
ク
候
也

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

住
所
族
籍
父
兄
後
見
人

　
　
　

年　

月　

日　
　
　
　
　
　

氏　
　
　
　

名　

㊞

岡
山
県
上
房
郡
私
立
有
漢
専
科
正
教
員
養
成
所
長
氏
名
殿 　
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註

　
（
１
） 　

拙
稿
、「
史
料
紹
介　

私
立
有
漢
教
員
養
成
所
学
則
（
そ
の
一
）」（
美
作

大
学
・
美
作
大
学
短
期
大
学
部
、『
紀
要
』
第
四
二
号
・
第
五
四
号
、
平
成

二
一
年
、
二
ペ
ー
ジ
～
三
ペ
ー
ジ
を
参
照
さ
れ
た
い
。

　
（
２
） 　

蛭
田
禎
男
、『
有
漢
教
員
養
成
所
』、有
漢
町
教
育
委
員
会
、昭
和
六
〇
年
、

二
二
ペ
ー
ジ
。

　
（
３
） 　

蛭
田
禎
男
氏
所
蔵
、
岡
山
県
上
房
郡
私
立
有
漢
教
員
養
成
所
編
、『
沿
革

史
』、
発
行
年
不
明
、
二
一
ペ
ー
ジ
。

　
（
４
） 　

岡
山
県
立
記
録
資
料
館
所
蔵
、『
岡
山
県
報
』
第
一
三
五
号
、
明
治
四
一

年
二
月
一
〇
日
刊
。

　
（
５
） 　

同
前
。

　
（
６
） 　

同
前
。

　
（
７
） 　

岡
山
県
立
記
録
資
料
館
所
蔵
、『
岡
山
県
報
』
第
一
五
六
号
、
明
治
四
二

年
一
一
月
一
〇
日
刊
。

　
（
８
） 　

岡
山
県
立
記
録
資
料
館
所
蔵
、『
岡
山
県
報
』
第
三
二
号
、
大
正
四
年
四

月
一
〇
日
刊
。

　
（
９
） 　

国
立
教
育
研
究
所
、『
日
本
近
代
教
育
百
年
史
』
第
四
巻
（
学
校
教
育
二
）、

一
九
七
四
年
、
九
三
五
ペ
ー
ジ
～
九
三
八
ペ
ー
ジ
。

　
（
10
） 　

岡
山
県
立
記
録
資
料
館
所
蔵
、『
岡
山
県
公
報
』
第
九
二
号
、
大
正
一
一

年
八
月
二
二
日
刊
。

　
（
11
） 　

岡
山
県
立
記
録
資
料
館
所
蔵
、『
岡
山
県
報
』
第
三
一
号
、
大
正
四
年
三

月
一
〇
日
刊
。

　
（
12
） 　

就
実
学
園
創
立
百
周
年
記
念
事
業
実
行
委
員
会
、『
就
実
学
園
百
年
史
』、

平
成
一
七
年
、
四
七
四
ペ
ー
ジ
～
四
七
五
ペ
ー
ジ
。

　
（
13
） 　

岡
尋
、『
赤
磐
郡
銘
鑑
』
全
、
赤
磐
郡
銘
鑑
発
行
所
、
昭
和
二
八
年
、

一
五
七
ペ
ー
ジ
。

　
（
14
） 　

ベ
ル
学
園
高
等
学
校
、『
創
立
百
二
十
年
の
あ
ゆ
み
』、
平
成
一
六
年
、

二
一
〇
ペ
ー
ジ
～
二
一
一
ペ
ー
ジ
。

　
（
15
） 　

創
設
七
十
五
周
年
記
念
史
編
集
委
員
会
、『
美
作
学
園
七
十
五
年
史
』、

美
作
学
園
、
平
成
三
年
、
五
二
二
ペ
ー
ジ
、
六
〇
一
ペ
ー
ジ
。

　
（
16
） 　

原
田
博
史
、『
岡
山
女
子
短
期
大
学
40
周
年
史
』、
岡
山
女
子
短
期
大
学
、

平
成
六
年
、
四
一
四
ペ
ー
ジ
。

　
（
17
） 　

杉
慎
吾
、『
春
秋
の
賦
︱
翠
松
教
育
百
年
の
軌
跡
︱
』、
倉
敷
翠
松
高
等

学
校
、
昭
和
五
八
年
、
五
三
六
ペ
ー
ジ
。

　
（
18
） 　

岡
山
県
教
育
委
員
会
、
岡
山
県
産
業
教
育
振
興
会
、『
岡
山
県
産
業
教
育

百
年
史
』、
岡
山
県
産
業
教
育
振
興
会
、
昭
和
六
一
年
、
一
九
六
ペ
ー
ジ
。

（
謝
辞
）

　

小
論
は
、前
々
回
発
表
「
史
料
紹
介　

私
立
有
漢
教
員
養
成
所
学
則
（
そ
の
一
）」、

前
回
発
表
「
史
料
紹
介　

私
立
有
漢
教
員
養
成
所
学
則
（
そ
の
二
）」
と
同
様
、
蛭

田
禎
男
先
生
、
秋
葉
將
先
生
の
一
方
な
ら
ぬ
ご
学
恩
の
賜
物
で
あ
り
ま
す
。
ま
た
、

福
武
教
育
文
化
振
興
財
団
平
成
二
二
年
度
教
育
研
究
助
成
に
よ
る
成
果
の
一
部
で

も
あ
り
ま
す
。
こ
の
場
を
お
借
り
致
し
ま
し
て
、両
先
生
、並
び
に
同
財
団
を
始
め
、

養
成
所
に
係
る
調
査
に
際
し
、
お
力
添
え
戴
き
ま
し
た
関
係
各
位
に
心
よ
り
お
礼

申
し
上
げ
ま
す
。




